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日 曜 学 校 行 事 

1 日   

2 月 送る会歌練習③・教育相談日 

3 火 月目標放送・４年ゲストティーチャー（琴演奏体験）① 

4 水 ３年校外学習（山城郷土資料館）① 

5 木 ３年校外学習（山城郷土資料館）② 

6 金 
送る会ブロック練習（２～４校時）・４年ゲストティーチ

ャー（琴演奏体験）②・３年校外学習（山城郷土資料館）

③ 

7 土   

8 日 家族のきずな作文コンクール発表会 

9 月 送る会歌練習④ 

10 火 
６年生を送る会リハーサル・PTA古紙回収日・４年ゲス

トティーチャー（琴演奏体験）③ 

11 水 建国記念の日 

12 木 
６年生を送る会①※参観は６年生保護者のみ 

リフレッシュデー 

13 金 ６年生を送る会②※参観は６年生保護者のみ 

14 土   

15 日 相楽少年の主張大会 

16 月 エコの日 

17 火 （Ｓ６） ５・６年後期クラブ③（60分） 

18 水 
あいさつ運動・チャレンジ週間（25日まで）・相特研「卒

業生を送る会」 

19 木 ６年 PTA行事「卒業を祝う会」 

20 金   

21 土   

22 日   

23 月 天皇誕生日 

24 火 後期委員会③・４年クラブ④・１年 ALT授業① 

25 水 １年 ALT授業② 

26 木 
PTA音楽サークル「６年生卒業コンサート」 

リフレッシュデー 

27 金   

28 土   

お知らせとお願い 

 

【６年生を送る会について】 
送る会を機に５年生が学校のリーダーと

しての自覚を高め、その役割を６年生から引
き継ぎます。体育館を会場とする都合上、６
年生保護者のみ各家庭１名の参観とします。
ご了承ください。 
12日（木） ８：45～10：15 

白ブロック（６年４・７組）                  
10：35～12：05   
青ブロック（６年２・６組） 

13日（金） ８：45～10：20 
         赤ブロック（6年 1・3・5組）

※持ち物等の詳細は 1/９配信メールを参照 

【登校班の出発について】 
見守りへのご協力ありがとうございます。

登校時のルールとして、以下の内容を伝えて
います。ご協力をお願いします。 
◆出発時刻に全員がそろっていなくても、時
間が来たら出発する。 

◆出発時刻より少し前（２～３分前）に、全
員がそろっていたら出発してもよい。 

【安全帽について】 
 児童が登下校時にかぶる「安全帽」は、
「キャップ」と「ハット」と呼び、どちら
をかぶってもよいこととしています。交通
安全のために遠くからでも目立つ「安全帽」
を必ずかぶるようお声がけください。 

【給食エプロンについて】 
 洗濯いただく際に、「柔軟剤のにおい」等

に過敏な児童もいますので、ご配慮願いま

す。なお、当番の児童が共用のエプロン・

帽子を着用していますが、個人持ちのもの

を使用していただいても構いません。 

ご希望の場合は、担任へ必ず連絡の上、

学校で使用しているエプロン・帽子と同様

のものをご家庭で準備していただき、記名

をして使用してください。 

【図書の本の扱いについて】 
 「図書室の本はみんなが使う本」です。開けたま

ま伏せて置いたり、落書きしたりしない等、大切に

扱うように指導しています。自宅に持ち帰った際は、

ご家庭でも扱い方についてお声掛けいただき、紛失

した場合は、必ず学校に連絡してください。破損の

場合は、図書室にいる人に必ず声を掛けて返却しま

す。破損の箇所はそのままにして、ページの一部が

取れても捨てたりせずに、ページの間に挟んで返却

してください。司書等が正しい方法で修理します。 

〈厳守〉正門横駐車場は原則利用禁止！「プラント駐車場」「Ｅ駐車場」使用にご協力を！ 
ケガをした児童の送迎以外は、プラント駐車場（屋根なしの南側道路沿い１列）またはＥ駐車場（砂

利敷き５台分）を使用してください。児童の安心安全のためにご協力をお願いします。 

〈厳守〉プラント駐車場：道路沿い４５台分から駐車を！次に屋根なし駐車場西端エリアへ 
屋根ありエリア・ガソリンスタンド奥(北側)エリアは、駐車厳禁です 

どうしても利用されたい場合は、1/13配信メールをご覧の上、正しいルールで駐車してください。 

地域とともに 子どもたちをはぐくむ 学校運営協議会制度 
 

冷え込みが続く３学期、寒さに負けず、外で元気に遊ぶ子どもたちの声が響きます。 

まず、先日の授業参観・学年懇談会へのご参加、誠にありがとうございました。また、「保護

者アンケート」へも約1,200件のご回答をいただき、ご協力に心から感謝を申し上げます。貴重

なご意見を真摯に受け止め、全教職員、また、市教委を含む学校関係者で結果を共有し、今後の

学校運営に活かしてまいります。 

さて、木津川市では、次年度から全ての小中学校で学校運営協議会制度（コミュニティ・スク

ール）を導入します。本校は、児童急増対策の一環として、国が進めるこの制度を市内でいち早

く取り入れ、令和３年度に本校の学校運営協議会を立ち上げました。 

大きな目的は、地域とともに子どもたちをはぐくむ「地域とともにある学校づくり」です。評

議員制度の頃からお世話になっている三上かず子会長（木津川市社会教育委員・相楽交通安全協

会女性部会長）をはじめ、市の委嘱を受けた計10名の委員で構成されています。地域の代表、Ｐ

ＴＡの代表、登下校の見守りの代表、放課後の居場所「みのりっ子ひろば」に協力いただいてい

る方、里山プロジェクトと呼ぶ子どもたちの自然体験活動に協力いただいている方等、長年に渡

って本校と関わってくださっている「温かな応援団」ともいえる皆様です。 

市の規則に則り、委員の任期は基本２年間、現在は３期目の皆様とともに、学期１回程度の会

議を定例で行っています。地元地域の素晴らしさを子どもたちに伝え、子どもたちのよい思い出

となって、地域を愛する気持ちが育つような取組の紹介を主な活動としています。さらに、保護

者の方々に地域でのつながりを提供したいと「みのりんの部屋」と呼ぶ「大人の気軽なしゃべり

場」づくりも行っており、気を張らない和やかな会となっています。 

温かく学校を応援してくださる、学校運営協議会という組織は、間違いなく本校の「大きな力」

となっていますので、その大切な存在をぜひ知っていただけたらと思います。 

後になりましたが、インフルエンザＢ型の感染が増加し、学校では感染対策を継続しています。

今月も一日一日を大切に過ごしてまいりますので、引き続き、保護者の皆様、地域の皆様のご支

援とご協力をよろしくお願いいたします。            校長 竹花 裕子 

 
学校への相談はお気軽に 「教育相談日」（毎月 第１月曜日）等をご活用ください 

学校への相談や担任との懇談等を希望される場合は、担任や学年主任等までお知らせください。 

内容によっては、各担当へつなぎ、学校体制で対応します。お気軽にご連絡ください。 

【授業参観についてお願い】 
先日は、授業参観・学年懇談会へのご協力
ありがとうございました。 
児童が学習に集中できるよう、参観中の教
室内でのスマートフォン等の使用はご遠慮
ください。急を要する連絡等で使用されたい
場合は、廊下等に出てご使用いただくようお
願いします。 


